
中学校部活動地域移行「千曲坂城クラブ」について

千曲市教育委員会 指導主事

千曲坂城クラブ 総括コーディネーター

山根 義夫





これまで部活動は、学校教育の一環として行われ、
我が国のスポーツ・文化芸術の発展を支えてきた。

⇒ 生徒の多様な学びの場、そして活躍の場として

⇒ 人間形成を図る教育的意義の大きさから

☞ 教職員の善意と熱意、献身的な

努力によって支えられてきた！



課題１ 生徒・保護者の多様なニーズ

⇒もっとやりたい・もっとうまくなりたい。

⇒もっと専門的な指導をして欲しい。

⇒やりたいのに部がない。

⇒もっとゆるくやりたい。

etc

☞ 学校だけでは

解決できない！



⇒生徒数：昭和61年589万人→令和３年296万人に半減
※出生数：令和３年84万人

⇒ひとつの学校だけでは部が成立しない状況
(例)野球は最低9人、サッカーは11人必要

⇒少子化に伴い、職員数も減となっている状況
⇒学校の枠だけでは対応できない状況

☞ 学校だけでは
解決できない！

課題２ 少子化に伴い部が成立しない



課題３ 教職員の献身的努力から生じる課題

⇒ 「学校教育活動の一環」と言いながら、

部活動は、ほぼ勤務時間外や休日

※校長が時間外勤務を命じることができるのは、

次の場合で臨時又は緊急でやむを得ない時(H15.12.3 政令484)

・校外実習その他生徒の実習に関する業務

・学校行事に関する業務（修学旅行的・遠足的行事）

・教職員会議に関する業務

（生徒の生命及び非行に係わる緊急の対策のみ）

・非常災害等やむを得ない場合に必要な業務



⇒ 教師の献身的努力によって生じる課題
・平日(時間外) 休日の活動への参加
・生徒、保護者の多様なニーズへの対応
・経験したことのない部の顧問になる現状

etc

⇩

現在進められている「働き方改革」との矛盾

☞ 学校だけでは
解決できない！



☛ たくさんの課題や矛盾がある中で、
学校だけでは、もはや対応できない時代

☞ 持続可能なスポーツ文化環境を構築する必要がある！

○中学生期の子どもたちに、「スポーツ・文化芸術活動」を
地域でどのように保証していくか。

○学校・教職員に頼っていたことを、
どう地域の中に位置付けていくか。

国⇒地域の実情に応じて



令和２年９月１日 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革 文部科学省・スポーツ庁・文化庁



令和４年６月６日 運動部活動の地域移行に関する検討会議



令和４年８月９日 文化部活動の地域移行に関する検討会議





令和2年9月 国から「学校の働き方改革をふまえた部活動改革」

更埴地区中学校部活動検討委員会

⇒部活動顧問へのアンケート
⇒文部科学省地域部活動推進事業研究指定校
裾花中学校に学ぶ

中学校部活動地域移行推進会議

クラブ運営準備会議

更埴校長会・更埴地区部活動合同顧問会

千曲市教育委員会・坂城町教育委員会では

「千曲坂城クラブ」設立へ

生徒・保護者・関係機関への説明

□関係団体等と打ち合わせ
・県教委スポーツ課
・スポーツ安全協会
・県中学校体育連盟
・スポーツ団体 文化芸術団体
・商工会議所
・上田税務署
・三井住友生命
・千曲市地域公共交通活性化協議会
・郡校長会、教頭会 等
□関係各課との協議・調整
□定例会・議会説明





千曲坂城クラブについて
⇒子どもたち・保護者・地域の多様なニーズに可能な限り応じたクラブを目指します。

・「もっと強くなりたい」「専門的指導を受けたい」「○○をやりたい」「楽しみたい」といった子どもたちの

ニーズに可能な限り応えるクラブにします。

⇒すべての子どもたちにスポーツ・文化芸術活動を保障する

・「こんな経験をさせたい」「様々な活動で成長させたい」保護者のニーズに応えるクラブにします。

・「子どもたちに教えたい」「この活動を普及させたい」地域のニーズに応えるクラブにします。

・「アーバンスポーツ」「ゆるスポ」「部のなかった文化活動(例:将棋・百人一首等)」も指導者がいて希望する

生徒がいれば立ち上げが可能です。

⇒クラブ指導者として活動したい学校職員は「兼職等承認願い」を市町村教育委員会へ提出し、承認を得て参加す

ることができるようにします。

⇒「長野県中学生期のスポーツ活動指針」「長野県中学校の文化部活動方針」「更埴地区中学校部活動大綱」を踏

まえて、健康に配慮して活動を進めます。

⇒千曲市・坂城町に住む多くの方に参画いただき、

千曲市・坂城町の新たなスポーツ・文化芸術環境を構築するクラブを目指します。



コンディショニング
サポートスタッフ

【開設専門部】
○バレーボール
○バスケットボール
○ソフトテニス
○卓球
○水泳
○剣道
○柔道
○バドミントン
○ハンドボール
○サッカー
○陸上競技
○軟式野球
○吹奏楽
○合唱 ○美術



「段階的に」とは?

今まで学校が担ってきた部活動を、地域移行するには多
くの課題があります。したがって、

令和５年度は、地域移行が可能な部から、

少なくとも月１回程度の地域移行から始めています。

令和７年度までには、すべての部で、休日の部活動の一
切を地域移行するのが目標です。

※休日はほぼ地域移行はできる見通し

平日については、可能な部から

移行します。※平日は大きな課題



指導者は地域から

・指導者は「スポーツ・文化芸術活動を通して

中学生の健全育成に寄与する志がある方」にお願いします。

・教職員でクラブ指導を希望する場合は「兼職等承認願」を提

出し、承認を得ることで指導者になれます。

・指導者は全員「指導者登録届」をクラブ会長へ提出します。

・指導者には、予算の範囲で謝金を出します。また予算の

中から、スポーツ安全保険に加入していただきます。

※クラブの成否を決める大きな課題は「指導者の確保」
⇒180名(7月25日現在) ※平日の指導者の確保が課題



指導者の希望があった場合

各学校の顧問の先生

専門部の代表・事務局

千曲坂城クラブ事務局

「指導者登録届」提出へ

希望者



地域指導者の謝金

(1)謝金については、１時間程度900円とし、１時間程度900円、２時間程度1,800円、３時間以

上指導した場合には、2,700円を支払う。

(2)30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとし、１日の謝金の上限は、2,700円とする。

(3)謝金は、源泉徴収率10.21％が差し引かれる。

(4)地域指導者として活動した年の翌年の１月末までに、「報酬の支払調書」を各地域指導者

へ送付する。

旅費

旅費は、支払わない。

その他

(1)謝金については、国、県、市町からの補助金額等によって変更する場合がある。変更につ

いては、千曲坂城クラブ運営委員会に於いて協議し、クラブ総会の承認を得て決定する。

(2)旅費については、前３項のとおりクラブからは支払わない。但し、県大会以上の大会参加

については、千曲坂城クラブ運営委員会に於いて協議し、予算（財源）の範囲内で経費の一

部を補助できるものとする。なお、経費の一部を補助した場合は次の総会で報告するものと

する。



部活動とクラブの関係

・当面の間、平日は部活動として部活動顧問が指導、休日はク

ラブとして地域の指導者が指導することが基本です。部活動

顧問とクラブ指導者は、コミュニケーションを密にして、大

きな指導の方向を共有し、それぞれの指導者の持ち味を生か

して活動を進めます。

・将来的には、平日の部活動も

すべてクラブとすることが理想



クラブに参加するには

・クラブへの参加は、千曲坂城クラブの趣旨に賛同する生

徒、保護者が参加することになります。あくまで任意の

参加です。クラブへの参加を強要されたり、不参加に

よって不利益を被ったりすることがないようにします。

・クラブ入会には、「入会届(兼誓約書)」の提出が必要です。

⇒901名加入(約67％ 7月25日現在)

・指導者と参加を希望する生徒が入れば、

新しい活動をはじめることも可能です。



費用について

・全員が「スポーツ安全保険」に加入します。

※自己負担となります。

・指導者への謝金をはじめ活動に必要な経費、クラブ運営に必要

な経費等の会費徴収が必要になります。また、会費のほかに、

それぞれの専門部、班の活動で必要な経費がかかる場合もあり

ます。すべて受益者負担が原則となります。

※年会費 3,000円(保険代800円含む)

・中学校の施設、用具等は、可能な限り優先して利用できるよう

にします。また市、町の施設の利用も可能です。

使用料は100％減免となります。



学校に部活動がなくても、
クラブには入会できます

「バレーボールがやりたいけど自分の通っている中学

校には部活動がない」という生徒も、クラブのバレー

ボール専門部に参加することができます。

クラブには、千曲市・坂城町の生徒であれば、だれで
も参加でます。

大会参加については、「部」と「クラブ」の二重登録は
できません。詳しくは、後日、顧問から説明があります。



指導者研修の実施

千曲坂城クラブ設立に伴い、地域指導者(教職員
を含む)による指導がスタートしました。生徒たち

の安心・安全を確保していくことはもちろん、より
よい活動にしていくためには指導者の力量を向上さ
せていくことが必要です。また保護者・地域の方々
からより信頼を得ていくためにも指導者としての絶
え間ない研修が求められます。

つきましては、指導者研修を実施しますので受講
をお願いいたします。指導者の皆様の負担を軽減す
るために、オンラインによる研修としますのでご了
解ください。
なお、千曲坂城クラブ規約第16条2 「地域指導

者は、クラブが勧める研修会に参加するよう努める
ものとする。」と規定されています。

※研修テーマ・講師は予定です。変更される場合もあります。
研修1 体罰・ハラスメント防止について①

講師 長野県教育委員会スポーツ課指導主事
研修2 スポーツの価値と中学生の心と体

講師 松代総合病院スポーツ整形外科部長 松永 大吾
研修3 思春期のこころとからだ

講師 公認心理師・養護教諭 福田 菜津子
研修4 救命処置と熱中症について

講師 戸倉上山田消防署
研修5 体罰・ハラスメント防止について②

講師 長野県教育委員会学びの改革支援課指導主事
研修6 いじめを見逃さないために

講師 学校心理士 兒玉 淳子
研修7 スポーツ傷害とその予防について

講師 ゆたか整骨院 松林 豊
研修8 個人情報の取扱い及び著作権について

講師 千曲市教育委員会指導主事 町田 祐介
研修9 中学生期の栄養・食事について

講師 管理栄養士・栄養教諭 土田 昌子



学校間移動の試行 今後多くなってくる！



財源の確保に向けて 安定した財源の確保が最大の課題！



平日の移行プロジェクトチームの設置～平日移行に向けて

⇒ 活動時間

⇒ 活動場所
⇒ 指導者
⇒ 指導者謝金 etc

⇒ 日課

⇒ 行事
⇒ 諸会合
⇒ 学校の役割 etc



稲荷山養護学校生徒の加入に向けて



千曲坂城クラブが千曲市・坂城町の新たなコミュニティへ

千曲坂城クラブには、千曲市・坂城町に住む多くの方が参加し、千曲市・坂
城町のコミュニティの活性化につながっていくことが期待されます。市民・
町民の方から応援されるクラブを目指します。

クラブ運営には多くの課題が予想されます。千曲市・

坂城町の子どもたちに、スポーツ・文化芸術活動
を保障していくために、教師の働き方改革を進
めるために、みんなで知恵を出し合い創りあげていき
ましょう。



千曲坂城クラブのお問い合わせ

千曲市教育委員会教育総務課内
千曲坂城クラブ事務局

℡ 026-273-6120

Fax 026-273-8787

Mail  kyoiku@city.chikuma.lg.jp

HP

Well-beingを実現しよう

mailto:kyoiku@city.chikuma.lg.jp

